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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　導電材料からなる配線と絶縁性の樹脂で構成されたｎ（ｎは４以上の整数）層の配線層
と、繊維束に絶縁性の樹脂が含浸された（ｎ－１）層の樹脂基材層とが、交互に重なり合
う状態で積層された多層配線基板であって、
　前記配線層間の熱膨張量の差を打ち消すように、
　前記（ｎ－１）層の樹脂基材層は、そのうちの１つの層と、それ以外の他の層との２種
類の層があり、
　前記１つの層と、前記他の層とは、層厚、並びに、前記繊維束の種類および太さは互い
に同じであるが、前記１つの層だけが前記繊維束の間隔が前記他の層の前記繊維束の間隔
と異なり、これにより、前記１つの層の繊維束含有率だけが、前記他の層の繊維束含有率
と異なり、前記他の層の繊維含有率は互いに差異がない、多層配線基板。
【請求項２】
　前記１つの層に、色素を加えて、前記他の層と見分けがつくようにした請求項１記載の
多層配線基板。
【請求項３】
　ｎは偶数であり、
　かつｎ／２番目の前記樹脂基材層を境として、一方の実装面から数えて１番目から（ｎ
／２）番目までの前記配線層の残銅率の平均値が、（ｎ／２＋１）番目からｎ番目までの
前記配線層の残銅率の平均値よりも大きく、
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　１番目から（ｎ／２－１）番目までの前記樹脂基材層のうちの１層が前記１つの層であ
り、その繊維束含有率が、前記他の層の繊維束含有率よりも小さいことを特徴とする請求
項１に記載の多層配線基板。
【請求項４】
　ｎは奇数であり、
　かつ（ｎ＋１）／２番目の前記配線層を境として、一方の実装面から数えて１番目から
（ｎ－１）／２番目までの前記配線層の残銅率の平均値が、（ｎ＋３）／２番目からｎ番
目までの前記配線層の残銅率の平均値より大きく、
　１番目から（ｎ－１）／２番目までの前記樹脂基材層のうちの１層が前記１つの層であ
り、その繊維束含有率が、前記他の層の繊維束含有率よりも小さいことを特徴とする請求
項１に記載の多層配線基板。
【請求項５】
　ｎは偶数であり、
　かつｎ／２番目の前記樹脂基材層を境として、一方の実装面から数えて１番目から（ｎ
／２）番目までの前記配線層の残銅率の平均値が、（ｎ／２＋１）番目からｎ番目までの
前記配線層の残銅率の平均値よりも小さく、
　１番目から（ｎ／２－１）番目までの前記樹脂基材層のうちの１層が前記１つの層であ
り、その繊維束含有率が、前記他の層の繊維束含有率よりも大きいことを特徴とする請求
項１に記載の多層配線基板。
【請求項６】
　ｎは奇数であり、
　かつ（ｎ＋１）／２番目の前記配線層を境として、一方の実装面から数えて１番目から
（ｎ－１）／２番目までの前記配線層の残銅率の平均値が、（ｎ＋３）／２番目からｎ番
目までの前記配線層の残銅率の平均値より小さく、
　１番目から（ｎ－１）／２番目までの前記樹脂基材層のうちの１層が前記１つの層であ
り、その繊維束含有率が、前記他の層の繊維束含有率よりも大きいことを特徴とする請求
項１に記載の多層配線基板。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、２層以上の配線層を備えた全層ビルドアップ構造の多層配線基板に関する。
【背景技術】
【０００２】
　全層ビルドアップ構造の多層配線基板は、複雑な電子回路を高密度に構成し、その上に
種々の電子部品を高密度に実装することを目的として開発された電子機器用部材である。
この全層ビルドアップ構造の多層配線基板は、銅配線と樹脂で構成される複数の配線層と
、樹脂と繊維束で構成される複数の樹脂基材層とを交互に重ね合わせた構造を有し、様々
なデジタル機器やモバイル機器に用いられている。
【０００３】
　最初に、一般的な全層ビルドアップ構造の多層配線基板について説明する。図９に全層
ビルドアップ構造の多層配線基板（場合により「基板」と略す）の基本的な構成を示す。
基板１００ａは、ｎ層（ｎは３以上の整数）の配線層（Ｃ１～Ｃｎ）と（ｎ－１）層の樹
脂基材層[Ｂ１～Ｂ（ｎ－１）]とが、交互に重なり合う状態で積層されている。以降、配
線層および樹脂基材層を総称する場合には、それぞれ配線層Ｃおよび樹脂基材層Ｂと表示
する。
【０００４】
　配線層Ｃは銅配線１０１と絶縁性の樹脂１０３で構成されている。樹脂基材層Ｂは、織
布状もしくは不織布状の繊維束１０２に絶縁性の樹脂１０３が含浸されて構成されている
。なお、図では、樹脂基材層Ｂとして、繊維束１０２に樹脂１０３が含浸された状態を模
式的に表している。以後の図面においても同様に表示する。
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【０００５】
　繊維束１０２としては、一般にガラス繊維やアラミド繊維が用いられる。また、絶縁性
の樹脂１０３としては、エポキシ樹脂、フェノール樹脂、ポリイミド、ＢＴ樹脂等の熱硬
化性の樹脂が用いられる。
【０００６】
　通常、配線層Ｃおよび樹脂基材層Ｂは、絶縁性の樹脂が含浸された繊維束と配線パター
ンが形成された銅箔とを重ねた状態で加圧・加熱して樹脂を硬化させることにより形成さ
れる。配線層Ｃを構成する樹脂１０３は、加圧・加熱の際に、繊維束に含浸された樹脂の
一部が配線パターンの間に入り込むことにより形成される。
【０００７】
　なお、図には示されていないが、各配線層Ｃの間は、樹脂基材層Ｂに形成されたビアホ
ールもしくはスルーホールによって電気的に接続されている。また上記した全層ビルドア
ップ構造の多層配線基板の構成については、非特許文献１に詳しく定義されている（第２
頁の構造例３、４参照）。
【０００８】
　樹脂基材層Ｂは、基板製造時の積層プレス工程において多層構造の中央層となるコア基
材層１０４と、コア基材層１０４の上下に積層される積層基材層１０５とに分けられる。
コア基材層１０４および積層基材層１０５を構成する樹脂基材については、同一の場合と
異なる場合がある。これに対し、積層基材層１０５の各層の樹脂基材については、繊維束
の含有率が一定である単一の材料が用いられる。
【０００９】
　基板１００ａは、リフローはんだ付け工程において、表裏の実装面に電子部品が仮止め
された状態でリフローベルトあるいはリフローパレット上に配置され、常温から２２０℃
以上に昇温してはんだ付けされた後、再び常温に降温される。このとき基板１００ａには
、残銅率（配線層Ｃの全体の面積に占める銅配線の面積の比率）が各配線層間において異
なることによって配線層間の熱膨張量に差が生じ、そのことに起因して反りが生じる。基
板の反りが生じるメカニズムを、図１０を参照しながら具体的に説明する。
【００１０】
　図１０に示す基板１００ｆは、上部から順にＣ１～Ｃ６までの６層の配線層を有し、各
配線層の間に、上部から順にＢ１、Ｂ２（ともに積層基材層１０５）、Ｂ３（コア基材層
１０４）、Ｂ４、Ｂ５（ともに積層基材層１０５）の５層の樹脂基材層を有する。各配線
層の残銅率は配線層Ｃ１から順に、３２％、２８％、３７％、４６％、５２％、５４％で
ある。この場合、コア基材層１０４（樹脂基材層Ｂ３）を境にした上側の各配線層（Ｃ１
～Ｃ３）と下側の各配線層（Ｃ４～Ｃ６）の残銅率の平均値を出すと、残銅率の平均値は
コア基材層１０４の下側の方が大きい。
【００１１】
　配線層Ｃを構成する銅配線１０１と樹脂１０３とを比較すると、樹脂１０３の方が銅配
線１０１より線膨張係数が大きい。このため、残銅率が大きい配線層は温度負荷による熱
膨張量が小さくなる。よって、図１０に示す基板１００ｆにおいては、コア基材層１０４
を境にした上側の熱膨張量が大きく、下側の熱膨張量が小さい。したがって、温度を負荷
した場合、基板は上側に凸に反る。
【００１２】
　リフローはんだ付け工程時の基板の反りが生じたままの状態で電子部品を実装すると、
電子部品と基板との間の接続信頼性を著しく低下させることとなる。このことは、多層配
線基板を組み込んだ電子回路の品質を悪化させる大きな要因となっている。
【００１３】
　リフローはんだ付け工程時の基板の反りを防止するために、従来、特許文献１に示す対
策が採られていた。すなわち、前述の図９に示すように、各配線層Ｃにおいて残銅率の違
いに由来する熱膨張量の差ができるだけ生じないようにするため、配線層Ｃに、電子回路
を構成する本来の銅配線１０１とは別にダミーパターン１０８を形成し、各配線層Ｃの残
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銅率ができる限り一律になるようにしていた。
【特許文献１】特開２０００－１５１０１５号公報
【非特許文献１】「ＪＰＣＡ規格　ビルドアップ配線版（用語）（試験方法）」長嶋紀孝
　編　（社）日本電子回路工業会
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　しかし、電子回路の高密度実装が要求される小型電子機器用の基板では、配線層にダミ
ーパターンを設ける十分なスペースを確保することができず、基板の反りを低減すること
が困難であった。
【００１５】
　本発明は、上記従来の問題点を解決するもので、配線層にダミーパターンを設けるスペ
ースがない場合でも、反りが低減できる多層配線基板を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　上記目的を達成するために、本発明に係る多層配線基板は、
　導電材料からなる配線と絶縁性の樹脂で構成されたｎ（ｎは４以上の整数）層の配線層
と、繊維束に絶縁性の樹脂が含浸された（ｎ－１）層の樹脂基材層とが、交互に重なり合
う状態で積層された多層配線基板であって、
　前記配線層間の熱膨張量の差を打ち消すように、
　前記（ｎ－１）層の樹脂基材層は、そのうちの１つの層と、それ以外の他の層との２種
類の層があり、
　前記１つの層と、前記他の層とは、層厚、並びに、前記繊維束の種類および太さは互い
に同じであるが、前記１つの層だけが前記繊維束の間隔が前記他の層の前記繊維束の間隔
と異なり、これにより、前記１つの層の繊維束含有率だけが、前記他の層の繊維束含有率
と異なり、前記他の層の繊維含有率は互いに差異がない、多層配線基板である。ここで、
前記１つの層に、色素を加えて、前記他の層と見分けがつくようにするのも好ましい。
【００１７】
　ここで、ｎが偶数の場合、
　ｎ／２番目の前記樹脂基材層を境として、一方の実装面から数えて１番目から（ｎ／２
）番目までの前記配線層の残銅率の平均値が、（ｎ／２＋１）番目からｎ番目までの前記
配線層の残銅率の平均値より大きく、
　１番目から（ｎ／２－１）番目までの前記樹脂基材層のうちの１層が前記１つの層であ
り、その繊維束含有率が、前記他の層の繊維束含有率よりも小さいことが好ましい。
【００１８】
　そのとき、前記１番目の樹脂基材層が、前記１つの層であることが好ましい。
【００１９】
　一方、ｎが奇数の場合、
　（ｎ＋１）／２番目の前記配線層を境として、一方の実装面から数えて１番目から（ｎ
－１）／２番目までの前記配線層の残銅率の平均値が、（ｎ＋３）／２番目からｎ番目ま
での前記配線層の残銅率の平均値より大きく、
　１番目から（ｎ－１）／２番目までの前記樹脂基材層のうちの１層が前記１つの層であ
り、その繊維束含有率が、前記他の層の繊維束含有率よりも小さいことが好ましい。
【００２０】
　更に、ｎが偶数の場合、
　ｎ／２番目の前記樹脂基材層を境として、一方の実装面から数えて１番目から（ｎ／２
）番目までの前記配線層の残銅率の平均値が、（ｎ／２＋１）番目からｎ番目までの前記
配線層の残銅率の平均値より小さく、
　１番目から（ｎ／２－１）番目までの前記樹脂基材層のうちの１層が前記１つの層であ
り、その繊維束含有率が、前記他の層の繊維束含有率よりも大きいことが好ましい。
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【００２１】
　そのとき、前記１番目の樹脂基材層が、前記１つの層であることが好ましい。
【００２２】
　一方、ｎが奇数の場合、
　（ｎ＋１）／２番目の前記配線層を境として、一方の実装面から数えて１番目から（ｎ
－１）／２番目までの前記配線層の残銅率の平均値が、（ｎ＋３）／２番目からｎ番目ま
での前記配線層の残銅率の平均値より小さく、
　１番目から（ｎ－１）／２番目までの前記樹脂基材層のうちの１層が前記１つの層であ
り、その繊維束含有率が、前記他の層の繊維束含有率よりも大きいことが好ましい。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明に係る多層配線基板は、少なくとも１層の樹脂基材層の繊維束含有率を他の樹脂
基材層のそれと異ならせている。結果、各樹脂基材層の熱膨張量に差が生じる。従って、
各配線層の残銅率が異なることによって生じる配線層間の熱膨張量の差を、樹脂基材層間
の熱膨張量の差を利用して打ち消すことにより、リフローはんだ付けにおける基板の反り
を低減することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　以下、６層の配線層と５層の樹脂基材層を有する基板を例に挙げて、本発明に係る多層
配線基板の構成を説明する。図１に、本発明の実施の形態に係る多層配線基板１００ｂの
構成を示す。基板１００ｂは、上部から順にＣ１～Ｃ６までの６層の配線層を有し、各配
線層の間に、上部から順にＢ１、Ｂ２（ともに積層基材層１０５）、Ｂ３（コア基材層１
０４）、Ｂ４、Ｂ５（ともに積層基材層１０５）の５層の樹脂基材層を有する。各配線層
の残銅率はＣ１から順に、３２％、２８％、３７％、４６％、５２％、５４％である。残
銅率は、基板ＣＡＤ（Ｃｏｍｐｕｔｅｒ　Ａｉｄｅｄ　Ｄｅｓｉｇｎ）のデータに含まれ
る各配線層Ｃの残銅率から抽出した。なお、図中、図９および図１０に示す基板と同一の
構成要素には同一の符号を付し、詳細な説明を省略する。以降の説明においても同様とす
る。
【００２５】
　本実施の形態の具体的な説明に先立ち、基板の反りを低減する原理について説明する。
本発明に係る基板では、少なくとも１層の樹脂基材層における繊維束含有率を他の樹脂基
材層のそれと異ならせている。樹脂基材層は繊維束含有率によって熱膨張量が異なり、繊
維束含有率が大きいほど熱膨張量が小さくなる。従って、各配線層の残銅率が異なること
によって生じる配線層間の熱膨張量の差を、繊維束含有率が異なることによって生じる樹
脂基材層間の熱膨張量の差により打ち消すことができる。
【００２６】
　上述の通り、基板１００ｂの各配線層の残銅率はＣ１から順に、３２％、２８％、３７
％、４６％、５２％、５４％である。コア基材層１０４を境にした上側の各配線層（Ｃ１
～Ｃ３）と下側の各配線層（Ｃ４～Ｃ６）の残銅率の平均値を出すと、それぞれ３２％お
よび５１％となり、残銅率の平均値はコア基材層１０４の下側の方が大きい。
【００２７】
　前述したように、配線層Ｃは、残銅率が大きいほど熱膨張量が小さくなる。これに対し
樹脂基材層Ｂは、繊維束含有率が大きいほど熱膨張量が小さくなる。従って、以下のいず
れかの方法により、基板１００ｂの反りを低減できる。
（１）コア基材層１０４の下側の積層基材層１０５（樹脂基材層Ｂ４およびＢ５）のうち
少なくとも１層に、他の積層基材層１０５の繊維束含有率より繊維束含有率が小さい樹脂
基材層を用いる。
（２）コア基材層１０４の上側の積層基材層１０５（樹脂基材層Ｂ１およびＢ２）のうち
少なくとも１層に、他の積層基材層１０５の繊維束含有率より繊維束含有率が大きい樹脂
基材層を用いる。
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【００２８】
　上記のいずれの方法においても、基板の各配線層Ｃに働く上に凸に反らせる力に対して
、各樹脂基材層Ｂに下に凸に反らせる力を持たせることができ、基板の反り低減に有効で
ある。
【００２９】
　なお、上述した方法では、繊維束含有率の異なる２種類の樹脂基材層を組み合わせるこ
とにより基板１００ｂの反りの低減を図っている。これ以外の方法として、繊維束含有率
がそれぞれ異なる樹脂基材層を用いることも考えられる。しかしその場合、基板の製造時
に、繊維束含有率の異なる複数種類の樹脂基材層を用意する必要がある。
【００３０】
　繊維束含有率の異なる樹脂基材層の製造は、例えば織布状の繊維束を製造する場合、隣
り合う繊維間の間隔を変えるか、繊維そのものの太さを変えることによって行う。しかし
、このような繊維間の間隔や繊維の太さの異なる繊維束を製造することは、基板の製造コ
ストを大幅にアップさせる要因となるため、好ましくない。現実的には、上述したように
繊維束含有率の異なる２種類の樹脂基材層を用意し、基板の反りの程度に応じて２種類の
樹脂基材層を組み合わせて用いることが好ましい。
【００３１】
　以下、本実施の形態に係る基板１００ｂの構成について具体的に説明する。本実施の形
態では、５層の樹脂基材層のうちＢ１、Ｂ２、Ｂ３、Ｂ５には繊維束含有率が７５％の基
材を用い、Ｂ４（図１で※印を付与）のみ繊維束含有率が６３％の基材を用いた。
【００３２】
　最初に、基板１００ｂの製造方法について説明する。まず、繊維束含有率の異なる２種
類の樹脂基材層を製造した。繊維束として、断面の長半径２５μｍ、短半径１０μｍのガ
ラス繊維を布状に編んだものを用い、絶縁性の樹脂としてエポキシ樹脂を用いた。繊維束
を製造する際に、繊維を編む間隔を変えて、密度の異なる２種類の繊維束を製造した。
【００３３】
　次に、このようにして製造した布状の繊維束に樹脂を含浸させて、繊維束含有率の異な
る２種類の樹脂基材層を生成した。なお、繊維束含有率が異なる樹脂基材層を生成する際
、樹脂に、絶縁性等に影響を与えない程度の色素を加えて一方の樹脂基材層の色を変える
と、見分けが容易となる。結果、繊維束含有率が異なる樹脂基材層が誤った位置に配置さ
れる事態を防止でき、生産性の向上に寄与する。
【００３４】
　次に、このようにして生成した樹脂基材層の所定の位置にレーザ加工等によって孔を開
け、その孔にインナービアを形成するため、金属粉と熱硬化性樹脂を混合した導電性樹脂
組成物を充填した。次に、一方の面に配線パターンが形成された２枚の離型フィルムで樹
脂基材層の両面を覆った後、加圧した状態で加熱し、樹脂を硬化させると共に配線パター
ンを樹脂基材層に固着した。その後、樹脂基材層から離型フィルムを剥離した。なお、配
線パターンの形成については、樹脂基材層の両面を銅箔で覆った後、エッチングによって
配線パターンを形成する方法を採用してもよい。
【００３５】
　このようにして得られた１層目の樹脂基材層および配線層の上に繊維束および一方の面
に配線パターンが形成された離型フィルムを載せ、上述と同様の方法でインナービアを形
成した後、加圧・加熱した。図１に示す順序で繊維束含有率が異なる２種類の樹脂基材層
を積み重ねながら、上述の処理を繰り返して行い、最終的に５層の樹脂基材層Ｂおよび６
層の配線層Ｃを有する基板１００ｂを製造した。
【００３６】
　製造された基板１００ｂの配線層Ｃの厚みは約１０μｍ、樹脂基材層Ｂの厚みは約３０
μｍであった。このようにして製造された基板１００ｂを５０ｍｍ×５０ｍｍの大きさに
切り出し、リフロー時の最高温度２６０℃を負荷したところ、反りは１．２１ｍｍであっ
た。
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【００３７】
　比較例として、図１０に示す構成の基板１００ｆを、基板１００ｂと同一の繊維束およ
び樹脂を用いて製造し、５０ｍｍ×５０ｍｍの大きさに切り出した。基板１００ｂと基板
１００ｆで異なるのは、樹脂基材層Ｂ４の繊維束含有率が基板１００ｂでは６３％である
のに対し、基板１００ｆでは他の樹脂基材層と同様に７５％である点である。基板１００
ｆについてリフロー時の最高温度２６０℃を負荷したところ、反りは１．５１ｍｍであっ
た。
【００３８】
　次に、４層の積層基材層１０５のうち１層の積層基材層（樹脂基材層Ｂ１、Ｂ２、Ｂ４
およびＢ５のいずれか）の繊維束含有率をそれぞれ変えた場合の基板の反りについて説明
する。実際に１層の樹脂基材層の繊維束含有率を変えた基板を製造しようとすると、多額
（１００万円単位）の追加費用が必要となる。このため、以下の説明では基板を解析モデ
ル化し、その解析モデルを用いて反りの状態をシミュレーションした結果を示す。なお、
解析モデルを作成する際には、基板１００ｂおよび１００ｆを用いて実測した反りの値と
シミュレーション結果が同じ値になるように計算式のパラメータを定めた。
【００３９】
　＜反りシミュレーションＮｏ．１＞
　最初に、図１に示した本実施の形態の基板１００ｂの構成、すなわち５層の樹脂基材層
のうちＢ１、Ｂ２、Ｂ３、Ｂ５には繊維束含有率が７５％の基材を用い、Ｂ４のみ繊維束
含有率が６３％の基材を用いた場合についてシミュレーションを行った。各配線層の残銅
率はＣ１から順に、３２％、２８％、３７％、４６％、５２％、５４％である。各配線層
Ｃの厚みは１０μｍ、各樹脂基材層Ｂの厚みは３０μｍである。また基板の大きさは５０
ｍｍ×５０ｍｍである。
【００４０】
　なお、本反りシミュレーションにおいては、基板の各部材の物性値について、銅配線１
０１の縦弾性係数を５００００（ＭＰａ）、線膨張係数を１７×１０-6（１／℃）、樹脂
１０３の縦弾性係数を８０００（ＭＰａ）、線膨張係数を６０×１０-6（１／℃）、繊維
束１０２の縦弾性係数を７００００（ＭＰa）、線膨張係数を５×１０-6（１／℃）とし
ている。
【００４１】
　図２は、基板１００ｂのシミュレーション結果における反り形状を図化したものである
。図２は基板１００ｂを斜め上から見た状態を示し、図中に表された複数のリングは等高
線を示している。四角形状の基板の４つの頂点で形成される平面から中央のリングの中心
部Ｔまでの距離が基板１００ｂの反り量を示す。シミュレーション結果の反り量（図中の
括弧内の数字）は実測値１．２１ｍｍと同じ値である。
【００４２】
　＜反りシミュレーションＮｏ．２＞
　次に、図１０に示す従来の基板１００ｆについて反りシミュレーションの結果を説明す
る。従来の基板１００ｆでは、５層の樹脂基材層（Ｂ１～Ｂ５）に繊維束含有率が７５％
の基材を用いている。各配線層の残銅率は上述した例と同じ、すなわち図１０に示した配
線層Ｃ１から順に、３２％、２８％、３７％、４６％、５２％、５４％である。各配線層
Ｃの厚み（１０μｍ）、各樹脂基材層Ｂの厚み（３０μｍ）および基板の大きさ（５０ｍ
ｍ×５０ｍｍ）共に、上述した例と同じである。また、反りシミュレーションにおける基
板の各部材の物性値についても、上述した例と同じである。
【００４３】
　図１１に、従来の基板１００ｆのシミュレーション結果における反り形状を示す。シミ
ュレーションの反り量は実測値１．５１ｍｍと同じ値である。前述した図２の結果と図１
１の結果を比較すると、図２（基板１００ｂ）では１．２１ｍｍの反り量を呈しているの
に対し、図１１（基板１００ｆ）では１．５１ｍｍの反り量を呈しており、本発明によっ
て反りが約２０％低減されていることがわかる。
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【００４４】
　図１０に示す、樹脂基材層Ｂの繊維束含有率が全層一律である基板１００ｆでは、温度
負荷時の反りは、各配線層Ｃにおける残銅率が各配線層間において異なることに起因する
、熱膨張量の差によって生じる。基板１００ｆの場合は、残銅率が配線層Ｃ１から順に、
３２％、２８％、３７％、４６％、５２％、５４％と下側になるほど高くなるため、６層
の配線層Ｃには、基板１００ｆを上に凸に反らせる力が働く。
【００４５】
　これに対して、図２に示す基板１００ｂでは、樹脂基材層Ｂ４の繊維束含有率（６３％
）が他の積層基材層の繊維束含有率（７５％）と異なり、樹脂基材層Ｂ４のみが他の樹脂
基材層より熱膨張量が大きいため、５層の樹脂基材層Ｂには基板を下に凸に反らせる力が
働く。したがって、各配線層Ｃに働く上に凸に反らせる力に対して、各樹脂基材層Ｂに働
く下に凸に反らせる力が打ち消す働きを持ち、反りが低減される。
【００４６】
　＜反りシミュレーションＮｏ．３＞
　図３は基板１００ｃの構成を示す。基板１００ｃは、上部から順にＣ１～Ｃ６までの６
層の配線層を有し、各配線層Ｃの間に、上部から順にＢ１、Ｂ２（ともに積層基材層１０
５）、Ｂ３（コア基材層１０４）、Ｂ４、Ｂ５（ともに積層基材層１０５）の５層の樹脂
基材層を有している。また各配線層Ｃの残銅率は配線層Ｃ１から順に、３２％、２８％、
３７％、４６％、５２％、５４％である。これらの配置および構成は、前述した基板１０
０ｂと同じである。
【００４７】
　図３の基板１００ｃは、樹脂基材層Ｂ１、Ｂ２、Ｂ３、Ｂ４に繊維束含有率が７５％の
基材を用い、下側に位置する最外層の樹脂基材層Ｂ５（図３に※印を付与）のみに繊維束
含有率が６３％の基材を用いている。
【００４８】
　上記以外の構成、すなわち各配線層Ｃの厚み、各樹脂基材層Ｂの厚みおよび基板の大き
さは、基板１００ｂと同じである。また、反りシミュレーションにおける基板の各部材の
物性値についても、上述した例と同じである。
【００４９】
　図４に、リフロー時の最高温度２６０℃を負荷した場合の反りシミュレーションの結果
を示す。図４の結果を図１１の結果と比較すると、図４（基板１００ｃ）では０．８４ｍ
ｍの反り量を呈しているのに対し、図１１（基板１００ｆ）では１．５１ｍｍの反り量を
呈しており、本発明によって反りが約４４％低減されていることがわかる。
【００５０】
　図３に示す基板１００ｃでは、樹脂基材層Ｂ５の繊維束含有率（６３％）が他の積層基
材層の繊維束含有率（７５％）と異なり、樹脂基材層Ｂ５のみが他の樹脂基材層より熱膨
張量が大きいため、５層の樹脂基材層Ｂには基板１００ｃを下に凸に反らせる力が働く。
したがって、各配線層Ｃに働く上に凸に反らせる力に対して、各樹脂基材層Ｂに働く下に
凸に反らせる力が打ち消す働きを持ち、反りが低減される。
【００５１】
　基板１００ｃおよび１００ｂは、共にコア基材層１０４の下側の樹脂基材層（Ｂ４、Ｂ
５）に、繊維束含有率が異なる樹脂基材層を配置しているが、基板１００ｃは基板１００
ｂに比較して、基板の反りを低減する効果が大きい。これは、樹脂基材層の配置に起因す
るものであり、最外層に繊維束含有率が異なる樹脂基材層を配置した場合に、最も大きな
効果が得られる。
【００５２】
　＜反りシミュレーションＮｏ．４＞
　図５に基板１００ｄの構成を示す。基板１００ｄは、上部から順にＣ１～Ｃ６までの６
層の配線層を有し、各配線層の間に、上部から順にＢ１、Ｂ２（ともに積層基材層１０５
）、Ｂ３（コア基材層１０４）、Ｂ４、Ｂ５（ともに積層基材層１０５）の５層の樹脂基
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材層を有している。また各配線層の残銅率は、Ｃ１から順に、３２％、２８％、３７％、
４６％、５２％、５４％である。これらの配置および構成は、前述した基板１００ｂと同
じである。
【００５３】
　図５の基板１００ｄは、樹脂基材層Ｂ１、Ｂ３、Ｂ４、Ｂ５に繊維束含有率が７５％の
基材を用い、コア基材層１０４を境にして上側に位置する樹脂基材層Ｂ２（図５に※印を
付与）のみに繊維束含有率が８１％の基材を用いている。
【００５４】
　上記以外の構成、すなわち各配線層Ｃの厚み、各樹脂基材層Ｂの厚みおよび基板の大き
さは、基板１００ｂと同じである。また、反りシミュレーションにおける基板の各部材の
物性値についても、上述した例と同じである。
【００５５】
　図６に、リフロー時の最高温度２６０℃を負荷した場合の反りシミュレーションの結果
を示す。図６の結果を図１１の結果と比較すると、図６（基板１００ｄ）では１．３０ｍ
ｍの反り量を呈しているのに対し、図１１（基板１００ｆ）では１．５１ｍｍの反り量を
呈しており、本発明により反りが約１３％低減されていることがわかる。
【００５６】
　図６に示す基板１００ｄでは、樹脂基材層Ｂ２の繊維束含有率（８１％）が他の樹脂基
材層の繊維束含有率（７５％）と異なり、樹脂基材層Ｂ２のみが他の樹脂基材層より熱膨
張量が小さいため、５層の樹脂基材層Ｂには基板を下に凸に反らせる力が働く。したがっ
て、各配線層Ｃに働く上に凸に反らせる力に対して、各樹脂基材層Ｂに働く下に凸に反ら
せる力が打ち消す働きを持ち、反りが低減される。
【００５７】
　＜反りシミュレーションＮｏ．５＞
　図７に基板１００ｅの構成を示す。基板１００ｅは、上部から順にＣ１～Ｃ６までの６
層の配線層を有し、各配線層の間に、上部から順にＢ１、Ｂ２（ともに積層基材層１０５
）、Ｂ３（コア基材層１０４）、Ｂ４、Ｂ５（ともに積層基材層１０５）の５層の樹脂基
材層を有している。各配線層Ｃの残銅率は配線層Ｃ１から順に、３２％、２８％、３７％
、４６％、５２％、５４％である。これらの配置および構成は、前述した基板１００ｂと
同じである。
【００５８】
　図７の基板１００ｅは、樹脂基材層Ｂ２、Ｂ３、Ｂ４、Ｂ５に繊維束含有率が７５％の
基材を用い、上側に位置する最外層の樹脂基材層Ｂ１（図７に※印を付与）のみに繊維束
含有率が８１％の基材を用いている。
【００５９】
　上記以外の構成、すなわち各配線層Ｃの厚み、各樹脂基材層Ｂの厚みおよび基板の大き
さは、基板１００ｂと同じである。また、反りシミュレーションにおける基板の各部材の
物性値についても、上述した例と同じである。
【００６０】
　図８に、リフロー時の最高温度２６０℃を負荷した場合の反りシミュレーションの結果
を示す。図８の結果を図１１の結果と比較すると、図８（基板１００ｅ）では１．１９ｍ
ｍの反り量を呈しているのに対し、図１１（基板１００ｆ）では１．５１ｍｍの反り量を
呈しており、本発明により約２１％反りが低減されていることがわかる。
【００６１】
　図７に示す基板１００ｅでは、樹脂基材層Ｂ１の繊維束含有率（８１％）が他の樹脂基
材層の繊維束含有率（７５％）と異なり、樹脂基材層Ｂ１のみが他の樹脂基材層より熱膨
張量が小さいため、５層の樹脂基材層Ｂには基板を下に凸に反らせる力が働く。したがっ
て、各配線層Ｃに働く上に凸に反らせる力に対して、各樹脂基材層Ｂに働く下に凸に反ら
せる力が打ち消す働きを持ち、反りが低減される。
【００６２】
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　基板１００ｅは基板１００ｄに比較し、基板の反りを低減する効果が大きい。これは、
シミュレーションＮｏ．３で説明したのと同様に樹脂基材層の配置に起因するものであり
、最外層に繊維束含有率が異なる樹脂基材層を配置した場合に、最も大きな効果が得られ
る。
【００６３】
　表１は、上述した反りシミュレーションＮｏ．１～Ｎｏ．５の結果の一覧表である。表
の各行には、シミュレーションＮｏ．毎に、基板の各配線層（Ｃ１～Ｃ６）の残銅率（％
）、樹脂基材層（Ｂ１～Ｂ５）の繊維束含有率（％）、および反りの程度が表示されてい
る。
【００６４】
【表１】

【００６５】
　前述したように基板の反りを低減させる方法として、樹脂基材層のうちの１層に、他の
樹脂基材層の繊維束含有率より繊維束含有率が小さい樹脂基材層を用いる方法（シミュレ
ーションＮｏ．１、３）と、樹脂基材層のうちの１層に、他の積層基材層の繊維束含有率
より繊維束含有率が大きい樹脂基材層を用いる方法（シミュレーションＮｏ．４、５）が
ある。反りシミュレーションの結果から明らかなように、これらのいずれの方法において
も、基板の各配線層Ｃに働く上に凸に反らせる力に対して、各樹脂基材層Ｂに下に凸に反
らせる力を持たせ、基板の反りを低減できる。
【００６６】
　なお、本実施の形態では、５層の樹脂基材層を持つ基板について説明したが、本発明は
これに限定されるものではない。また本実施の形態では、基板の中央にコア基材層１０４
がある場合、すなわち配線層が偶数ある場合について説明したが、本発明はこれに限定さ
れない。本発明は、基板の中央にコア基材層１０４がなく、基板が積層基材層１０５だけ
で構成されている場合、すなわち配線層が奇数ある場合についても、上述した実施の形態
と同様の効果を発揮できる。
【００６７】
　例えば、基板の中央にある配線層を除いて、基板の下側にある配線層の残銅率の平均値
が、上側にある配線層の残銅率の平均値よりも大きい場合、以下のいずれかの方法により
、基板の反りを低減できる。
（１）基板の下側の積層基材層１０５のうち少なくとも１層に、他の積層基材層１０５の
繊維束含有率より繊維束含有率が小さい樹脂基材層を用いる。
（２）基板の上側の積層基材層１０５のうち少なくとも１層に、他の積層基材層１０５の
繊維束含有率より繊維束含有率が大きい樹脂基材層を用いる。
【００６８】
　また本実施の形態では、１層の樹脂基材層の繊維束含有率を、その層を除く他の樹脂基
材層の繊維束含有率と異ならせる場合について説明したが、これに限定されない。本発明
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は、２層以上の樹脂基材層の繊維束含有率を、それらの層を除く他の樹脂基材層の繊維束
含有率と異ならせる場合にも適用できる。
【産業上の利用可能性】
【００６９】
　本発明の多層配線基板は、携帯電子機器をはじめ、デジタルモバイル商品などの電子回
路形成のために搭載される配線基板として、多くの用途に適用できる。
【図面の簡単な説明】
【００７０】
【図１】本発明の実施の形態に係る多層配線基板の構成を示す断面図
【図２】図１の多層配線基板の反りシミュレーションの結果を示した図
【図３】本発明の実施の形態に係る多層配線基板の他の構成を示す断面図
【図４】図３の多層配線基板の反りシミュレーションの結果を示した図
【図５】本発明の実施の形態に係る多層配線基板の更に他の構成を示す断面図
【図６】図５の多層配線基板の反りシミュレーションの結果を示した図
【図７】本発明の実施の形態に係る多層配線基板の更に他の構成を示す断面図
【図８】図７の多層配線基板の反りシミュレーションの結果を示した図
【図９】全層ビルドアップ構造の多層配線基板の基本構成を示す断面図
【図１０】従来の多層配線基板の構成を示す断面図
【図１１】図１０の多層配線基板の反りシミュレーションの結果を示した図
【符号の説明】
【００７１】
　Ｂ１～Ｂ５　樹脂基材層
　Ｃ１～Ｃ６　配線層
　１００ｂ～１００ｅ　多層配線基板
　１０１　銅配線
　１０２　繊維束
　１０３　樹脂
　１０４　コア基材層
　１０５　積層基材層
　１０８　ダミーパターン



(12) JP 5225734 B2 2013.7.3

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】



(13) JP 5225734 B2 2013.7.3

【図９】 【図１０】

【図１１】



(14) JP 5225734 B2 2013.7.3

フロントページの続き

(56)参考文献  特開２００１－２１７５１４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－１１１２１８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－０２６９９７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－３２４２８２（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０５Ｋ　　　３／４６　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

